






農業者年金保険料の確定申告について

農業者年金の保険料は『全額』が社会保険料控除の対象です。

◎ 納付した農業者年金保険料を社会保険料控除の対象として確定申告することにより、

所得税と住民税が軽減されます。 

◎ 生計を一にする配偶者、その他の親族の保険料を負担した場合も控除の対象となり

ます。

◎ 前納納付（12月振替）により保険料を納付された方は、「納付年」または 「納付年の

翌年」のどちらかの年を選択して確定申告することができます。

    前納納付した場合、 

　　① 昨年中の支払分として、納付した翌年の確定申告

　　② 本年分保険料の支払いとして、納付した翌々年の確定申告

　①、②のどちらかを選べます。

【ポイント】

納付した保険料の確認

◇ 納付した保険料額は、保険料引落口座の通帳などで確認してください。

　 毎月23日（金融機関の休日の場合は翌営業日）が振替日です。

◇ 納付した農業者年金保険料を確定申告する際、

　 保険料支払証明書の添付は必要ありません。

◇ 確定申告書に保険料額を記入するだけで、申告することができます。

確定申告の際の保険料支払証明書の取扱い

　農業者年金のうち「経営移譲年金（旧制度）」「特例
付加年金（新制度）」は、どちらも後継者への農業
経営を移譲・継承したことで受給できる年金です。
　この２種類の年金受給者が、本人名義で農業所得
にかかる申告をした場合、農業経営を再開したと
みなされ、当該年金の支給停止、あるいは返還が
生じることとなります。くれぐれもご注意ください。
　また、受給者本人の農業共済加入、経営所得安定
対策等交付金の申請も同様です。

経営移譲年金・特例付加年金を

受給されている方へ

全国農業新聞

　最新の農業・農政の情報が
わかりやすくまとめられてい
ます。

■購読の申込みは、農業委員
　会へお気軽にご連絡くだ
　さい。
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